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１０
月
か
ら
子
ど
も
医
療
費
助
成

の
対
象
年
齢
を
高
校
卒
業
（
１８
歳

に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
年
度

末
）
ま
で
拡
大
し
ま
す
。

新
た
に
助
成
を
受
け
る
に
は
受

給
者
証
の
交
付
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、
８
月

中
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、必
要
書
類
を
添
付
し
、８
月
２５

日
㈮
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
提
出
可

必
要
書
類

・
健
康
保
険
証
の
写
し

・
口
座（
金
融
機
関
名
・
支
店
名
・

口
座
番
号
・
名
義
人
）
を
把
握

で
き
る
書
類
の
写
し

・
市
町
村
長
が
発
行
し
た
所
得
証

明
書
等
（
平
成
２９
年
１
月
１
日

に
伊
奈
町
に
住
所
の
無
い
方
の

み
）

※
申
請
書
に
基
づ
き
、
所
得
等
の

審
査
を
行
い
ま
す
。（
所
得
等
の

審
査
は
毎
年
度
行
い
ま
す
。）

受
給
者
証
の
送
付
に
つ
い
て

子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
（
う

ぐ
い
す
色
）
は
、
９
月
中
旬
以
降
、

個
別
に
送
付
し
ま
す
。

※
使
用
は
１０
月
１
日
か
ら
で
す
。

⃞申
・
問

保
険
医
療
課
医
療
係

�内
２
１
７
４

子
ど
も
医
療
費
の
助
成
対
象
年
齢
を

拡拡
大大
し
ま
す

中学生までの医療費助成については、これまでと変わらず所得制限はありません。

平成２９年７月まで 平成２９年８月から

※過去１２か月以内に３回以上上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
問 保険医療課国民健康保険係�内２１７２、２１７３

控除額－８万円
（一律に控除する額）－前年の所得額

（主たる生計維持者）＞所得制限限度額

扶養親族等の数

０人

１人

２人

３人

４人

５人

※扶養親族等の数とは、控除対象配偶者と扶養
親族の合計です。

※老人扶養親族１人につき上記限度額に６万円
が加算されます。

所得制限限度額

５，３２０，０００円

５，７００，０００円

６，０８０，０００円

６，４６０，０００円

６，８４０，０００円

７，２２０，０００円

当該医療費控除額

当該雑損控除額

当該小規模企業
共済等掛金控除額

２７万円

４０万円

２７万円

３５万円

２７万円

医療費控除

雑損控除

小規模企業共済等掛金
控除
障がい者控除
（１人につき）
特別障がい者控除
（１人につき）

寡婦（寡夫）控除

特定寡婦（寡夫）控除

勤労学生控除

外来＋入院（世帯単位）

８０，１００円＋
（医療費－２６７，０００円）×１％

※多数回４４，４００円

４４，４００円

２４，６００円

１５，０００円

外来
（個人単位）

４４，４００円

１２，０００円

８，０００円

所得区分

現 役 並 み
所 得 者

一 般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

外来＋入院（世帯単位）

８０，１００円＋
（医療費－２６７，０００円）×１％

※多数回４４，４００円

５７，６００円
※多数回４４，４００円

２４，６００円

１５，０００円

外来
（個人単位）

５７，６００円

１４，０００円
年間上限

１４万４，０００円

８，０００円

70歳以上の方の高額療養費（太枠部分）
の上限額が変わります

８月診療分
から
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平成の町普請！ 伊奈備前守忠次公

イメージソングの「フレーズ」を大募集♪
町名の由来となった伊奈備前守忠次公のイメージソングを制作するにあたり、

歌詞の「フレーズ」を募集します。
応募いただいたフレーズをもとに、公募で選ばれた方に作詞・作曲をしていた

だきます。

募集内容
�忠次公をイメージできるフレーズ（単語・一節）、歌詞全文で
の応募も可。

�忠次公の楽曲としてふさわしく、わかりやすい言葉で、幅広い
年代の方々が覚えやすいもの。

※応募は一人何点でも可。
応募資格 町内在住、在学、在勤または伊奈町にゆかりのある方
応募方法 町ホームページに掲載の応募用紙に必要事項を記入し、

FAX、郵送、持参またはメールで応募してください。
※メールの場合、件名を「イメージソング応募」とし、応募用紙
ファイルを添付し、song.inatadatsugu@gmail.comに送信し
てください。

応募締切 ９月８日㈮
⃞申・問 産業振興課�内２２３４、２２３５、FAX７２１－２１３６
または忠次プロジェクト推進協議会（伊奈町観光協会内）
�７２４－１０５５ FAX７２４－１０５６
（９時～１２時、１３時～１６時、土日祝日を除く）

注意事項
�漢字には必ずふりがなを付けてくださ
い。

�自作未発表のオリジナル作品で、他者
の知的財産権（著作権）を侵害しない
ものとします。なお、侵害する疑いが
ある場合は、採用しない場合がありま
す。

�作品に関する一切の権利は、忠次プロ
ジェクト推進協議会に帰属します。

�歌詞は作曲の都合上、専門家による補
作を行う場合があります。

�応募された作品は、本人の承諾を得ず
合作する場合もあります。

�個人情報は、本件に関すること以外に
は使用しません。

�応募作品は返却しません。

問 伊奈町観光協会�７２４－１０５５
（９時～１２時、１３時～１６時）
土日祝日を除く

イベントプログラム
バトン演技（バトントワラーズ）
じゃんけんクイーンとあそぼう
※参加賞あり
ライブ・ステージ
勝手に埼玉応援隊「にゃんたぶぅ」
子ども神輿・寄せ太鼓
太鼓演奏（伊奈町綾瀬太鼓）
YOSAKOI ソーラン（い～な舞舞）
太鼓演奏（伊奈備前太鼓保存会）
フラダンス（ユリ香フラ）
盆踊り※飛び入り参加大歓迎
第１部 アニバーサリー花火
第２部 打上花火
送り太鼓

１５時～

１６時～

１６時３０分～
１７時０５分～
１７時３０分～
１８時２５分～
１８時４５分～
１９時０５分～

２０時１０分～

２０時５５分～

�イベントの内容・時間は変更
になる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
�会場周辺は大変混雑が予想さ
れます。公共交通機関または
伊奈まつり臨時バスをご利用
ください。

8月19日㈯
（雨天の場合20日㈰）
15時～21時15分
町制施行記念公園

と き

じかん

ところ

３５００発の花火を
打上！

志久交差点前１４時から３０分おき
に各バス停を運行します。

まつり会場まで
臨時バスを運行

７2017.8


